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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、民法起草時に参照された外国法令に関する情報を探索・収集し、日本民法
典の条文と参照された各国の条文との相互関係を明らかにすることである。参照されている外国法を網羅的に整理・調
査した結果、34ヶ所の国と地域、124種類の法令が参照されていることがわかり、そのうちの119種類の法令の内容を特
定することができた。次に、参照傾向の分析をおこなった結果、民法の分野によって参照している外国の傾向が異なる
ことがわかった。さらに、調査の結果を踏まえて、日本民法典の条文と参照外国法令を分析するための環境を構築し、
Web上で公開した。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to collect foreign laws referred in the drafting 
process of the Japanese Civil Code, and to clarify the relationship between the Civil Code and the 
referred foreign laws. The research specified that the draftsmen of the Civil Code referred to 34 
countries or regions and their 124 laws, and examined 119 laws of them. The analysis revealed that each 
field of the Civil Code was likely to refer to different countries’ laws. Based on the results, I 
developed and opened the WEB system that enables us to analyze the relationship between the Japanese 
Civil Code and foreign laws.
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１．研究開始当初の背景 
日本民法典は、かつては、ドイツ民法を参

照して作られたとされてきたが、現在は、比
較法の産物であることが明らかになってい
る。ドイツ法、フランス法を中心に、イギリ
ス法、イタリア法なども立法沿革研究として
参照されている。立法沿革研究に伴う比較法
研究の多くは、対象となる外国を 1 ヶ国に定
めてなされる場合が多い。しかし、原案に記
載されている外国法令の参照情報を見ると、
1 ヶ条あたり平均で約 6.5 ヶ所の国や地域の
法令が参照されており、多いものだと 18 ヶ
所もの法令が参照されている。 
その種類を見ても、ニューヨーク民法草案、

モンテネグロ民法、アルゼンチン商法、イン
ド契約法といったあまり知られていない法
令も含まれているが、それらの参照回数は少
なくない。さらに、1855 年 3 月 23 日法とい
った形で表現される単行法まで参照されて
いる。日本でほとんど知られていないこれら
の外国法令は、資料にアクセスして内容を確
認することも困難である。登場する法令の種
類はかなり豊富であり、民法起草時における
参照外国法令の全容は、全く未解明であった。 

 
２．研究の目的 
本研究は、日本民法典起草の際に参照され

た外国法を分析するための基盤を構築し、よ
り高度な比較法研究を可能にすることを目
的としている。参照外国法令の分析には、二
つの視点が考えられる。一つは、参照されて
いる外国法令の条文の具体的内容を詳細に
検討する視点である。これには、外国法の内
容にアクセスできることが求められる。もう
一つの視点は、外国法令の参照状況を全体と
して俯瞰する視点である。参照状況を全体と
して見ることができれば、日本民法典につい
て単に”比較法の産物”と表現されることを
超えて、具体的にどのように外国法の影響を
受けて成り立っているのかを知ることがで
きると考えられる。 

 
３．研究の方法 
(1) 起草委員の原案で「参照」として登場
する国や地域、さらに、登場する外国法令の
名称を網羅的に明らかにする。起草委員の原
案は、『民法第一議案』としてまとめられて
おり、参照法令も付されているため、この資
料を分析対象とする。 
 
(2) 参照されている外国法令の内容を閲覧
可能にするために、その参照が具体的にどの
法律を指しているかを特定しながら、電子デ
ータの形で収集する。電子化されていないも
のは、公開を前提に電子データを作成する。
起草時には、和訳資料も参照したとされてい
るため（福島正夫編『明治民法の制定と穂積
文書「法典調査会穂積陳重博士関係文書」の
解説目録および資料』(民法成立過程研究会, 
1956)41～42 頁）、和訳資料の探索もおこなう。 

(3) 以上の調査・整理に基づいて、外国法
の参照傾向の俯瞰的な分析を試みる。国・地
域ごとに全体の参照回数を算出する。さらに、
起草担当者別・編別に参照割合を算出する。 
 
(4) ここまでの検討を基に、参照外国法を
分析するためのデータベースを作成し公開
する。 
 
４．研究成果 
(1) 登場する国・地域と、登場する外国法
令の名称を網羅的に明らかにした。国と地域
の名称については、漢字一文字表記のものと
カタカナ表記のものがある。漢字一文字表記
については、凡例を見ることで、特定が可能
である。カタカナ表記については、現代のカ
タカナ表記と異なる表記が用いられていた
ため、特定作業をする必要があった。 
法令表記については、①外国名だけで他に

記載がない場合、②外国名の後ろに法令名を
示したり、年月日や法令番号で示したり、あ
るいはその両方を使って示している場合、③
イギリス法の特殊な表記法が使われている
場合というのが基本的な表記パターンであ
った。 
機械処理による整理の結果、国・地域名、

法令名ともに、多くの表記ゆれが存在してい
ることがわかった。国・地域名については、
例えば、カリフォルニアを示すものとして、
「加」という表記と「カリフオルニヤ」とい
う表記の二種類が登場する。法令名について
は、例えば、「瑞能力法」「瑞一八八一年行爲
能力法」「瑞一八八一年六月二二日法」とい
う 3つの表記パターンが登場するが、いずれ
も同じ法律を指していることを確認した。 
 

(2) このように表記ゆれがあることを前提
とし、資料を探索して内容を確認しながら、
実質的な特定をおこなった。その結果、34 ヶ
所の国と地域、124 種類の法令が登場するこ
とがわかった。また、このうちの4ヶ国では、
判例も参照している。 
しかし、この 124 種類には、法令名を特定

できなかった表記がある。①「オーストリア
1873 年 8月 9日軍務條例」、②「オランダ 1857
年法」、③国名なしの「ビクトリヤ法典」の
三つである。これらが具体的にどの法律を参
照しているのかはわかっていない。また、ス
イスヴォー州の 1850 年 11 月 21 日告と 1851
年 1 月 11 日告は、その法令の存在は確認で
きたものの、内容を閲覧するまでには至らな
かった。 
 
(3) 以上の整理に基づいて、原案の条文と
参照外国法を対応させたデータを作成し、分
析をおこなった。本研究において分析対象と
なった原案の総数は 1197 ヶ条である。また
本研究では、1 ヶ条中に同じ国・地域が複数
回登場しても、1 回とカウントする方法で算
出する。 



 ① 参照回数の合計 
単純な総数として上位 5ヶ国を見ると、ド

イツ帝国法 790 回、フランス法 714 回、イタ
リア法 695 回、スペイン法 648 回、ベルギー
法 638 回となり、ドイツに対する参照が、フ
ランスと差をつけて多いことがわかった。こ
れに比べると、フランスとイタリアの参照回
数の差は小さい。 
参照が少ない方を見ると、10 回以下しか参

照されていない（全体の 1％に満たない）国・
地域が 11 ヶ所あった。 
 
② 起草担当者別の参照割合 
従来から、富井政章がドイツ法、梅謙次郎

がフランス法、穂積陳重はどちらにも偏って
いないと言われてきた。起草担当者別に参照
割合を見ると、富井による参照はドイツ帝国
法 75.9％・フランス法 57.2％、梅による参
照はドイツ帝国法63.9％・フランス法71.4％、
穂積による参照はドイツ帝国法 58.9％・フラ
ンス法 49.1％であった。参照を実際に分析し
てみても、従来の認識と同様の結果が得られ
ることが明らかとなった。 

穂積を見ると、二人とは異なる特徴的な参
照傾向がある。例えば、ドイツ帝国法やフラ
ンス法の参照割合が低い一方で、ドイツのラ
ント法への参照が多く、ザクセン・プロイセ
ン・バイエルンのいずれも、他の二人より参
照が突出して多い。例えば、プロイセンの参
照では、穂積 31.6％、富井 15.5％、梅 16.4％
となっている。富井は、ドイツ帝国法に対す
る参照が最も多かった一方で、ラント法の参
照は、梅よりも少ない。また、穂積に特徴的
な傾向として、独自の国・地域の参照が多い
ことも挙げられる。穂積だけが参照している
国・地域は、9 ヶ所もあるのに対して、富井
と梅は、それぞれ 1 ヶ所ずつしかない。 
もっとも富井と梅が同じ参照傾向を示し

ていることは少なく、起草担当者によって参
照傾向がかなり異なることがわかった。 
 
③編別の参照割合 
編別で見た場合、親族編と相続編の参照割

合が低いことが予想される。実際は、総則編
92.7%、物権編 91.1%、債権編 94.4%、親族編
79.3%、相続編 87.6%となっている。確かに親
族編における外国法の参照割合は、他と比べ
てかなり低いが、相続編は親族編ほど顕著な
傾向ではなかった。 
国ごとに見た場合、物権編でのドイツ帝国

法の参照割合は非常に特徴がある。他の 4編
では、ドイツの参照割合がいずれも 1位であ
るのに対して、物権編だけドイツの参照割合
が 6 位となっている。実際、債権編の 75.3%
でドイツ帝国法が参照されているのに対し
て、物権編では 46.4％しか参照されていない。 
この他、特定の分野でしか参照されていな

い国があるなど、編別や分野によって、参照
傾向に違いがあることが明らかとなった。 
 

(4) 本研究で得られた知見を基に、より高
度な比較法研究を可能にすることを目的と
して、日本民法典起草の際に参照された外国
法を分析するためのツールを構築し、他の研
究者も使うことのできる共通の基盤として、
Web 上に公開した。 
具体的には、第一に、「分析ツール」内に

「参照外国法分析器」を設けた。これは、本
研究に特化して新規に作成した仕組みであ
る（図 1）。第二に、従来から提供している「分
析ツール」内の「Article History」に、本研
究の成果を組み込んだ（図 2）。 
本研究では、参照外国法を分析するために、

外国法令の参照状況を全体として俯瞰する
視点と、参照されている外国法令の条文の具
体的内容を詳細に検討する視点の二つを設
定した。「参照外国法分析器」を俯瞰分析、
「Article History」を個別分析のための仕組
みであると位置づけている。 
なお、資料の探索をした結果、124 種類の

法令のうち 110 種類について、インターネッ
ト上で閲覧できる何らかの資料を特定する
ことができた。これらの資料にリンクするこ
とで、原典資料の閲覧を実現している。 

図 1 参照外国法分析器 
 
 

図 2 「Article History」への組み込み 
 



① 参照外国法分析器 
本研究では、国・地域ごとの参照回数を起

草者別・編別で分析したが、これを誰もが手
軽におこなうことができるようにしたもの
である。参照割合を紙媒体で提供する限りに
おいては、固定的な数値のものでしかなく、
研究者が自己の視点に合わせて再利用する
方法は限られる。この分析基盤では、利用者
が自由にパラメータを設定して分析ができ
るようになっている。例えば、民法以外の法
典や単行法の影響を除外したり、イギリスと
インドを一つの法域として影響を分析した
りすることが可能となっている。 
 
②「Article History」からの利用 
Article History は、起草の各段階での条文

の変遷を時系列に見ていくことができるツ
ールである。条文番号をクリックするとウィ
ンドウがポップアップし、その段階での条文
の文言と、その条文に関する議事録や理由書
といった関連情報を見ることができるよう
になっている。ここに、外国法の参照情報を
加えることで、個別に参照外国法を検討でき
るようにした。 
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